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議案第１５号  

 

藤沢市市税条例の一部改正について 

 藤沢市市税条例の一部を次のように改正する。 

２０２０年（令和２年）６月８日提出 

藤沢市長 

鈴  木  恒  夫    

 

 

 

藤沢市市税条例の一部を改正する条例 

藤沢市市税条例（平成１０年藤沢市条例第１６号）の一部を次のように改正する。 

第２３条の２第１項中「第３４９条の３第２８項」を「第３４９条の３第２７項」

に改め，同条第２項中「第３４９条の３第２９項」を「第３４９条の３第２８項」

に改め，同条第３項中「第３４９条の３第３０項」を「第３４９条の３第２９項」

に改める。 

第２３条の３見出し中「及び第１５条の８」を「，第１５条の８及び第６２条」

に改め，同条第２項を削り，同条第３項中「第１５条第２項第６号」を「第１５条

第２項第５号」に改め，同項を同条第２項とし，同条中第４項を第３項とし，第５

項を第４項とし，同条第６項中「第１５条第２９項」を「第１５条第２６項」に改

め，同項を同条第５項とし，同条第７項中「第１５条第３０項第１号」を「第１５

条第２７項第１号」に改め，同項を同条第６項とし，同条第８項中「第１５条第

３０項第２号」を「第１５条第２７項第２号」に改め，同項を同条第７項とし，

同条第９項中「第１５条第３０項第３号」を「第１５条第２７項第３号」に改め，

同項を同条第８項とし，同条第１０項中「第１５条第３１項第１号」を「第１５条

第２８項第１号」に改め，同項を同条第９項とし，同条第１１項中「第１５条第

３１項第２号」を「第１５条第２８項第２号」に改め，同項を同条第１０項とし，

同条第１２項中「第１５条第３３項第１号」を「第１５条第３０項第１号」に改め，

同項を同条第１１項とし，同条第１３項中「第１５条第３３項第２号」を「第１５

条第３０項第２号」に改め，同項を同条第１２項とし，同条第１４項中「第１５条
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第３３項第３号」を「第１５条第３０項第３号」に改め，同項を同条第１３項とし，

同条第１５項中「第１５条第３８項」を「第１５条第３４項」に改め，同項を同条

第１４項とし，同条第１６項を削り，同条第１７項中「第１５条第４４項」を「第

１５条第３８項」に改め，同項を同条第１５項とし，同条第１８項中「第１５条第

４５項」を「第１５条第３９項」に改め，同項を同条第１６項とし，同条第１９項

中「第１５条第４７項」を「第１５条第４１項」に改め，同項を同条第１７項とし，

同条中第２０項を第１８項とし，同項の次に次の１項を加える。 

１９ 法附則第６２条の条例で定める割合は，０とする。 

附則第２４項の次に次の１項を加える。 

（新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例に係る手続等） 

２５ 第７条の２第７項の規定は，法附則第５９条第３項において準用する法第

１５条の２第８項の条例で定める期間について準用する。 

   附 則 

(施行期日) 

１ この条例は，公布の日から施行する。 

  (経過措置) 

２ この条例による改正後の藤沢市市税条例第２３条の２及び第２３条の３の規定

は，令和３年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し，令和

２年度分までの固定資産税及び都市計画税については，なお従前の例による。 

 

 

 

提案理由 

この条例を提出したのは，地方税法の一部が改正されたことを受けて，固定資産

税の課税標準の特例割合を定め，及び新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予

の特例が設けられたことに伴う所要の改正等をする必要による。 


